
 

杉⼾町⽣涯学習センター指定管理候補者 審査要領 
 
１．趣旨 

杉⼾町⽣涯学習センターの指定管理候補者（以下「指定管理候補者」という。）
の選定にあたっての基本的事項を定める。 

 
２．審査方法 
（１）事前準備 

杉⼾町⽣涯学習センターを所管する社会教育課より、指定管理候補者の
選定方法（公募又は随意指名）、募集要項、選定基準等について説明し、委
員会でその内容を検討する。 

（２）プロポーザル（プレゼンテーション審査） 
申請者は委員会において、事業計画書に基づきプロポーザル（プレゼンテ

ーション）を行い、委員は下記の選定基準により評価を行う。 
プレゼンテーションの準備時間は 5 分以内、持ち時間は 25 分以内とし、

プレゼンテーション終了後、委員との質疑応答の時間を 20 分程度設ける。 
 
３．選定基準 
（１）委員は指定管理候補者選定評価表（別紙）に基づき、160 点満点で評価し、

委員 8 名の合計点（1,280 点満点）を得点とする。 
（２）得点が最も高い者を指定管理候補者、次に高い者を次点者として選定する。

なお、基準点として、768 点（6 割）を超えた応募者がなかった場合は、再
選定は行わない。 

（３）得点が同点であった場合は、選定評価表の「２．サービス向上に向けた取
組」の項目の合計点が高い者を選定する。 

 
４．公表及び通知 

選定結果については町ホームページにて公表するが、指定管理候補者・次点
者に選定された者以外の申請者名は非公表とする。 

申請者に対しては、選定後、遅滞なく結果を文書にて通知する。 


